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第１節 計画策定の趣旨  

１ 計画策定の背景及び目的  

成年後見制度は、平成１１年(１９９９年)の民法の一部改正により、従来の

禁治産者・準禁治産者制度が見直され、平成１２年（２０００年）４月から開始

された制度です。 

本市では、制度開始以降、判断能力が不十分なことから、必要な意思決定や財

産管理が難しい状態となった方が安心して地域生活がおくれるよう、成年後見

制度に関する相談対応を行ってきました。 

成年後見制度は、高齢者や障がい者の地域生活を支える重要な手段であり、

誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けられる、地域共生社会の実現のため

にも、今後ますます制度の利用を促進していく必要があります。 

しかしながら、制度が十分に利用されていないことから、国は、平成２８年

（２０１６年）５月に、「成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年

法律第２９号。以下「利用促進法」という。）を施行しました。利用促進法では、

ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視に向けた制度理念

の尊重を図ることとされ、県や市町村に対して、必要な制度利用に関する促進

体制の整備などに努めることが明示されております。 

そして、平成２９年（２０１７年）３月には、利用促進法に基づく成年後見制

度利用促進基本計画（以下「国計画」という。）が閣議決定され、国計画を勘案

して、市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本

的な計画を定めるよう努めるものとされました。 

そこで、本市においても、成年後見制度の利用促進に向けた具体的な施策等

を定め、総合的かつ計画的に推進していくことを目的に、山陽小野田市成年後

見制度利用促進基本計画を策定することとしました。 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 
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２ 法令等の根拠  

本計画は、利用促進法第１４条第１項に規定する「市町村計画」であり、本市

における成年後見制度の利用の促進に関する施策について、基本的な考え方や

方向性を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）抜粋 

（基本理念） 

第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人

等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重ん

ぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見

人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自

発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみな

らず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏

まえて行われるものとする。 

第２項、３項（略） 

（国民の努力） 

第七条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとと

もに、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する成年後見制

度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（関係機関等の相互の連携） 

第八条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実

施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当

たっては、特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関

係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共団体の区域に所在する成

年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係

者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市

町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立

等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関

して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定

めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるもの

とする。 
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第２節 成年後見制度の概要  

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の２つがあります。 

 

１ 任意後見制度  

本人に、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合

に備えて、「本人自らが選んだ代理人（任意後見人）」に「自分の生活、療養看護

や財産管理に関する事務」について代理権を与える契約（任意後見契約）を公証

役場において、公証人の作成する公正証書によって結ぶ制度です。 

 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され

て初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続きを申し立てることができ

るのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。 

 法定後見制度と比較すると、自分の意思で、任意後見人を選ぶことができる

メリットがあります。他方、任意後見人には契約の取消権がなく、被後見人の財

産を保全する機能が弱いというデメリットがあります。 

 

２ 法定後見制度  

認知症や障害等により、すでに判断能力が不十分な本人に代わって、家庭裁

判所により選ばれた後見人等の代理人が、財産管理や必要な福祉サービス等の

契約の締結、法律行為の取消し等、本人を保護、支援するための制度です。本人

の判断能力の程度により「後見人」「保佐人」「補助人」の三種類があります。  

申立て手続きは、必要書類を揃え、家庭裁判所で行います。申し立てができる

のは、本人、配偶者、四親等内の親族等となります。 

また、申立て手数料として、郵便切手や収入印紙が必要となります。 

任意後見制度と異なり、後見人等を自分の意思で選任することはできません。

ただし、自己の希望する人物を後見人等候補者とすることは可能です。 
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法定後見制度の３種類 

 補助 保佐 後見 

 

対象となる方 
判断能力が 
不十分な人 

判断能力が 
著しく不十分な人  

判断能力が 
欠けている人 

後見人等が同意又
は取り消すことが
できる行為（＊１）  

申立により裁判
所が定める行為
（＊２） 

借金、相続の承認など、
民法１３条１項記載の行
為のほか、申し立てによ
り裁判所が認める行為  

原則として全て
の法律行為 

成年後見人等が代
理する行為（＊３）  

申立により裁判
所が定める行為 

申立てにより裁判所が定
める行為 

原則としてすべ
ての法律行為 

＊１日常生活に関する行為（日用品の購入など）は含まれない。  
＊２民法１３条１項記載の行為（借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など）

の一部に限る。 
＊３ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要。  
＊補助開始の審判、補助人に同意見・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判
をする場合には、ご本人の同意が必要。  
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第３節 計画の期間  

 

１ 計画の期間  

国の基本計画は、平成２９年度（２０１７年度）から令和３年度（２０２１年

度）までの５年間としています。 

本計画の期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）

までの期間とします。 

なお、国等の動向を踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

２ 上位計画等との整合  

本計画は、「山陽小野田市総合計画」を最上位計画とし、福祉分野の上位計画

である「山陽小野田市地域福祉計画」と「山陽小野田市高齢者福祉計画」「山陽

小野田市障がい者計画」等関係部局の計画との連携を一層充実させ、整合性を

図ります。 

 令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

令和８

年度 

山陽小野田市 

総合計画 

第２次計画 

Ｈ３０～Ｒ１１ 

山陽小野田市 

地域福祉計画 

第１次計画 

Ｈ３０～Ｒ３ 

第２次計画 

Ｒ４～Ｒ７ 

第３期

Ｒ８～

Ｒ１１ 

山陽小野田市  

成年後見制度

利用促進基本

計画 

 

第１期計画  

Ｒ３～Ｒ７ 

第２期 

Ｒ８～

Ｒ１１ 

山陽小野田市 

高齢者福祉計画  

第７期 

Ｈ３０～Ｒ２ 

第８期 

Ｒ３～Ｒ５ 

第９期 

Ｒ６～Ｒ８ 

山陽小野田市 

障がい者計画 

第４次 

Ｈ３０～Ｒ５ 

第５次 

Ｒ６～Ｒ１０ 
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第４節 計画の策定及び評価体制  

 

１ 計画の策定体制  

令和２年（２０２０年）１０月から、専門職団体、社会福祉協議会並びに市職

員等の構成により「山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会」

を設置し、 幅広い意見を聴取し、計画策定へ反映させています。 

 また、高齢者・障がい者の家族会、金融機関及び医療・福祉・介護事業者へ成

年後見制度に係る意識調査を実施し、結果を計画に反映させています。 

 

２ 計画の評価体制  

 本計画の効果的な推進及び取組の点検・評価を行う為、介護、医療、福祉、司

法の専門職団体や地域の関係団体及び行政による合議体である、山陽小野田市

成年後見制度利用促進協議会（以下「協議会」という。）を設置します。 
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第１節 本市の人口の推移と高齢者、障がい者等の状況 

１ 本市の人口の推移 

本市の総人口は、高度経済成長期である昭和３５年（１９６０年）から昭和４

５年（１９７０年）にかけて減少しましたが、昭和４５年（１９７０年）以降の

第２次ベビーブームの到来により人口増加に転じ、以降昭和６０年(１９８５

年)の７０,２５９人でピークを迎えました。 

昭和６０年（１９８５年）以降は人口減少に転じ、緩やかに減少し続けてお

り、平成２７年（２０１５年）には６２,６７１人と過去の最低人口であった昭

和４５年（１９７０年）を下回っています。 

 

◆総人口の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 本市の成年後見制度の利用に関する現状と分析 
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２ 高齢者人口の推移 

本市の高齢化率（総人口に占める高齢者人口割合）は、令和２年(２０２０年)

にはピークに達し３４％となっており、団塊の世代が７５歳を迎える、令和７

年（２０２５年）には３３.５％と予測され、全国平均の３０.０％と比較すると

３.５％高くなっています。 

 

 
資料：平成 17 年（2005 年）～平成 27 年（2015 年）は国勢調査、令和 2 年（2020 年）は

住民基本台帳、令和 7 年（2025 年）以降は山陽小野田市人口ビジョンの推計値を基に
して独自に推計した人口推計。 
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３ 要介護認定の状況 

令和２年（２０２０年）４月現在では、高齢者人口の１８％（令和２年（２０

２０年）住民基本台帳の６５歳以上の人口比較）に当たる３,７８１人が要介護

認定を受けており、認定者数は横ばい傾向にあります。 

【年度別要介護認定者数】                    （人） 

 
平成 27 年度

(2015 年度) 

平成 28 年度

(2016 年度) 

平成 29 年度

(2017 年度) 

平成 30 年度

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

令和 2 年度

(2020 年度) 

要支援１ 
526 ( 8) 504 ( 8) 438 ( 4) 423 ( 6) 478 ( 7) 461 ( 3) 

要支援２ 
437 (11) 471 (10) 447 (10) 400 (12) 429 ( 9) 434 ( 8) 

要介護１ 
919 (15) 989 (15) 1,020(14) 1,043(13) 1,105(16) 1,102(14) 

要介護２ 
644 (16) 646 (17) 639 (13) 680 (13) 647 (10) 643 (13) 

要介護３ 
495 (10) 474 (11) 500 (14) 459 (13) 475 (10) 459 ( 9) 

要介護４ 
452 (10) 470 ( 6) 493 ( 7) 455 ( 5) 418 ( 3) 411 ( 4) 

要介護５ 
320 ( 8) 315 (13) 324 ( 7) 286 ( 7) 274 ( 6) 271 ( 6) 

総合計 
3,793 
(78) 

3,869 
(80) 

3,861 
(69) 

3,746 
(69) 

3,826 
(61) 

3,781 
(57) 

※（ ）内は第２号被保険者数（再掲） 
※各年度 10 月時の要介護認定者数。令和 2 年度のみ 4 月時の認定者数。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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４ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa 以上の推移 

各年度の介護保険の要介護（要支援）認定の申請者のうち、主治医意見書に

て、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa 以上の方は、およそ２,０００人となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,065 2,084 2,117

1,824

2,075

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

資料：山陽小野田市の要介護（要支援）認定者（各年度の申請者）

における主治医意見書より

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上の推移（人） 
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５ 障がい者数の推移 

本市の療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は令和元年度（２０

１９年度）まで年々増加しています。＊令和２年度（２０２０年度）は、微減。

平成２７年度（２０１５年度）から、令和２年度（２０２０年度）までの６年間

で、療育手帳は７.５％、精神障害者保健福祉手帳は２１.７％、所持者数が増加

しており、今後も増加が見込まれます。 

 

 

資料：山陽小野田市障害福祉課 

186 187 192 193 194 175

293 299 312 320 324 340

0

100

200

300

400

500

600

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

療育手帳所持者数の推移

Ａ判定 Ｂ判定

336 345
378 383

423 409

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

各年度４月１日現在

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（人）  

（人）  

479 486 504 513 518 515 

各年度４月１日現在 
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６ 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）  

日常生活上の判断が十分できず日常生活に不安がある方々が、地域で安心し

て生活できるように支援する福祉サービスです。利用者の契約に基づき、福祉

サービス等の利用援助や日常的金銭管理等を支援します。本市では、山陽小野

田市社会福祉協議会が主体となって実施しています。 

日常生活自立支援事業の契約者数は、増加傾向にあり、令和３年３月末現在

で５０人となっております。 

 

 

資料：山陽小野田市社会福祉協議会 
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

日常生活自立支援事業の契約者数の推移

認知症 知的障がい者 精神障がい者 その他

27 人 
32 人 

36 人 35 人 
41 人 

50 人 

（人） 

各年度３月末日現在 
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第２節 成年後見制度に関する取組状況  

１ 成年後見制度の利用状況  

本市の成年後見制度の利用者数は、令和３年（２０２１年）６月２７日時点に

おいて、法定後見８２人、任意後見０人の合計８２人です。類型別にみると、後

見類型が６０人と最も多く、全体の７３.１％となっています。 

年代別の利用者では、８０代が２４人と最も多く、６０代以上の割合が、全体

の７９.２％となっています。 

 

 法定後見 
任意後見 

合計 うち後見 うち保佐 うち補助 

全国 221,790 人 171,858 人 38,949 人 10,983 人 2,652 人 

山口県 2,817 人 2,299 人 383 人 104 人 31 人 

山陽小野田市 82 人 60 人 17 人 5 人 0 人 

 

 

各資料（基準日）全国：令和元年１２月３１日、山口県・山陽小野田市：令和３年６月２７日  

（資料：厚生労働省・山口家庭裁判所資料に基づき山陽小野田市作成）  

 

0

3

5

9

11

14

24

16

0
0

5

10

15

20

25

30

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上

年齢別成年後見制度利用者数（任意後見含む）（人） 



14 

 

２ 成年後見制度の利用者に関する受任者状況 

 本市の、令和３年９月２１日現在における、成年後見制度の利用者に関する

受任者状況は、親族・その他が３７人、弁護士が１４人、社会福祉士が１２人、

司法書士が１１人、法人が２人となっています。 

 

 

 

３ 市長申立て件数  

成年後見制度の申立てができるのは、本人、配偶者、４親等内の親族等とされ

ています。判断能力が不十分なため、成年後見制度の利用が必要であるにも関

わらず、自身では申立てができない、申立てを行う親族がいない、親族がいても

虐待を受けている等の事情により、申立てが困難な場合に市長が申立てを行い

ます。令和元年度（２０１９年度）は２件、令和２年度（２０２０年度）は２件

の市長申立てを行っています。 

 

４ 報酬助成の件数及び助成額  

対象者の資産等の要件から、後見人等への報酬を負担することが困難な場合

に後見人への報酬費用を助成します。 

令和元年度（２０１９年度）は４件。助成額は８４６,０００円。 

令和２年度（２０２０年度）は２件。助成額は４３２,０００円。 

2

11

12

14

37

0 5 10 15 20 25 30 35 40

法人

司法書士

社会福祉士

弁護士

親族その他

山陽小野田市の制度利用者に関する受任者の内訳 （人）

令和３年９月２１日現在
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第３節 成年後見制度に係る意識調査 

 成年後見制度の利用促進及び山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画へ

意見を反映させるため、成年後見制度に係る意識調査を市内の高齢者・障がい

者の家族会、金融機関及び医療・福祉・介護事業者向けに実施しました。 

 

（１）「成年後見制度に係る意識調査（家族介護者向け）」について 

  実施期間 令和３年６月１８日（金）から７月１９日（月）まで 

  目  的 成年後見制度に係る意識調査を実施し、成年後見制度の利用促

進及び山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画へ意見を反

映させるため。 

  実施方法 郵便及び持参 

  対 象 者 家族介護者 １２４名 

  回 収 数 ７８名（回収率６２．９%） 

 

調査結果 

・身近な方やあなた自身が、日ごろなんとかしなければならないと思っている

こと、心配なことについて、「親なき後に残される子の生活（３７人）」「預貯金

の管理（２７人）・金融機関での手続き（２２人）」「葬儀や死後の事務手続き（２

１人）」との回答が多く見られました。（図１） 

 

2

7

8

12

12

16

18

21

22

27

37

0 5 10 15 20 25 30 35 40

訴訟手続き

悪徳商法による詐欺被害

その他

契約や入院時等に頼る人がいない

心配なことはない

相続手続き

不動産の管理、処分

葬儀や死後の事務手続き

金融機関での手続き

預貯金の管理

親なき後に残される子の生活

図１ 日ごろなんとかしなければと思っていること （人）合計（n＝182）
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・身近な方やあなた自身が成年後見制度の利用が必要となった際に、利用した

いかについて、「利用したい（５１％）」「利用したくない・わからない（４９％）」

となっています。（図２） 

 

 

・利用する場合の後見人は、「子ども、配偶者、親族（４８.５％）」、「社会福祉

協議会等法人後見（１８.２％）」、「介護者等である自分自身（１２.１％）」との

回答が多くみられました。（図３） 

 

利用したい

51%

利用したくない

12%

わからない

37%

図２ 利用意向

0

0

3

3

3

3

9

12

18

48

0% 10% 20% 30% 40% 50%

信頼できる友・知人

誰でもよい

市民後見人

お願いしたい人がいない

わからない

その他（ ）

弁護士等専門職

介護者等である自分自身

社会福祉協議会等法人後見

子ども、配偶者、親族

図３ 誰に後見人になって欲しいか ％
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・成年後見制度を「利用したい」と回答した方で、制度利用に対し不安や気にな

ることは、「手続きが複雑な印象がある（１１人）」「他人に財産管理されること

に抵抗がある（９人）」「費用負担がかかる（８人）」が多く、これらの不安等を

解決することが必要です。（図４） 

 

 

・成年後見制度を「利用したくない」と回答した方の理由は、「手続きが複雑な

印象がある（９人）」「後見人等の不正が気になる（８人）」「費用負担がかかる

（８人）」との回答が多く見られました。（図５） 

 

1

1

3

3

4

4

5

6

8

9

11

0 2 4 6 8 10 12

気になることはない

その他（ ）

裁判所へ行くことに躊躇してしまう

制度利用についてハードルが高い印象がある

気軽に相談できる窓口がない（知らない）

利用するタイミングがわからない

内容や利用方法がわからない

後見人等の不正が気になる

費用負担がかかる

他人に財産管理や契約等をされることに抵抗がある

手続きが複雑な印象がある

図４ 不安なこと、気になること （人）合計（n＝55）
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9
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利用するタイミングがわからない

必要性がわからない

特に理由はない

内容や利用方法がわからない

気軽に相談できる窓口がない（知らない）

その他（ ）

制度利用についてハードルが高い印象がある

裁判所へ行くことに躊躇してしまう

他人に財産管理や契約等をされることに抵抗がある

費用負担がかかる

後見人等の不正が気になる

手続きが複雑な印象がある

図５ 利用したくない理由
合計（n＝54）

（人）
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・あなた自身が後見人等となって財産管理や契約行為の支援をすることに抵抗

があるかは、「抵抗はない（６６％）」「抵抗がある（１７％）「わからない（１

７％）」となっています。（図６） 

 

 

・あなた自身が後見人等となって財産管理や契約行為の支援をする場合に、「抵

抗がある・わからない」と答えた方の理由は、「知識や経験がない（７人）」「責

任を感じるから（６人）」「制度の内容などがわからない（５人）」との回答が多

く見られました。（図７） 

 

抵抗はない

66%

抵抗がある

17%

わからない

17%

図６ 後見人となることへの抵抗感
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7
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特に理由はない

手間がかかりそうだから

その他（ ）

トラブルに遭いそうだから

自分一人で財産管理などを

行うことに不安を感じるから

制度の内容などがよくわからない

責任を感じるから

知識や経験がない

図７ 抵抗感や不安の理由 （人）合計（n＝30）
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・利用しやすい制度となるために必要なことは、「身近な相談窓口の設置・充実

（２７人）」「制度利用のための手続き支援などの充実（２１人）」「制度内容を知

る機会の充実（１８人）」との回答が多く、これらの取組を推進することが必要

です。（図８） 
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21

27

0 5 10 15 20 25 30

その他（ ）

市民後見人の育成

制度利用が必要な方を把握する方法や体制整備

支援者などが協力して、本人を支援する体制整備

制度利用に向けた申し立て手続き費用等の助成

適切な後見人が選任されること

後見人等の不正防止に向けた取組

制度内容を知る機会の充実

制度利用のための手続き支援などの充実

身近な相談窓口の設置・充実

図８ 利用しやすい制度となるために必要なこと合計（n＝125） （人）
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（２）「成年後見制度に係る意識調査（金融機関向け）」について 

  実施期間 令和３年６月１１日（金）から７月２日（金）まで 

  目  的 成年後見制度に係る意識調査を実施し、成年後見制度の利用促 

進及び山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画へ意見を反 

映させるため。 

  実施方法 郵送 

  対 象 者 市内金融機関２８事業所 

  回 収 数 ２６事業所（回収率９２.８%） 

 

 

調査結果 

・判断能力の低下が疑われる方が窓口へ来られることがあるか、との問いには

「頻回にある」「ときどきある」「年に数回程度以上」を合わせて９６％の金融

機関があると回答しています。（図９） 

 

 

 

 

 

 

頻繁にある

（毎週１回以上）

15%

ときどきある

（毎月１回以上）

31%

あまりない

（年に数回程度）

50%

全くない

4%

図９ 判断能力の低下が疑われる方が来られるか
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・判断能力の低下が疑われる方が窓口へ来られた場合、対応を依頼したり、相談

を勧めたりする関係機関として、「家庭裁判所（１１件）」「弁護士等専門職（９

件）」「社会福祉協議会（８件）」との回答が多く、成年後見制度等の利用を含め、

判断能力の低下が疑われる方への支援に向け、これらの関係機関との連携協力

体制の構築が必要です。（図１０） 

 

 

・金融機関の立場から、成年後見制度が利用しやすいものとなるために、どのよ

うな取組が重要であると考えるかは、「身近な相談窓口の設置・充実（２３件）」

「制度を利用するための手続き支援などの充実（２１件）」「制度内容を知る機

会が充実すること（１４件）」が多く、これらの取組を推進することが必要です。

（図１１） 
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2
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4

5

8

9
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その他（ ）

医療機関

どこに相談すればいいかわからない

山陽小野田市役所

地域包括支援センター

警察

山陽小野田市社会福祉協議会

弁護士等専門職

家庭裁判所

図１０ 相談を勧める機関 （件）合計（ｎ＝43）
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後見人等の不正防止に向けた取組

本人を支援する体制が整備されること

制度利用が必要な方を把握する体制の整備

適切な後見人が選任されること

制度利用に向けた費用等の助成

制度内容を知る機会が充実すること

制度を利用するための手続き支援などの充実

身近な相談窓口の設置・充実

図１１ 利用しやすい制度となる為に必要なこと （件）
合計（ｎ＝93）
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（３）「成年後見制度に係る意識調査（医療・福祉・介護事業者向け）」について 

  実施期間 令和３年７月２日（金）から７月１９日（月）まで 

  目  的 成年後見制度に係る意識調査を実施し、成年後見制度の利用促 

進及び山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画へ意見を反 

映させるため。 

  実施方法 メール 

  対 象 者 市内 ８８事業所 

  回 収 数 ５４事業所（回収率６１.４%） 

 

 

調査結果 

・成年後見制度に関する相談受付について「たまに受ける（６３％）」「受けたこ

とがない（３７％）」となっています。（図１２） 

 

 

 

 

 

 

たまに受ける（１年に

数回程度）

63%

受けたことがない

37%

図１２ 制度の相談を受けたことがあるか
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・成年後見制度に関する説明（大まかな内容、申立ての方法や費用負担等）がで

きるかは、「説明できる職員がいる（７５％）」と答えた方が多い一方で、「説明

できる職員はいない（２１％）」となっており、各事業所が成年後見制度に関す

る相談があった際に、大まかな説明ができるよう、成年後見制度に関する周知

や理解を促す取り組みが必要です。（図１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどの職員

ができる

15%

半数くらいの職

員ができる

11%

相談員等一部の

職員ができる

49%

説明できる職員

はいない

21%

把握していない

4%

図１３ 制度の大まかな説明ができるか
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・対応を依頼したり、相談を勧めたりする関係機関として、「地域包括支援セン

ター（２７件）」「弁護士等の専門職（１７件）」「社会福祉協議会（１２件）」と

の回答が多く、成年後見制度の利用が必要と考えられる方の支援のため、これ

らの関係機関との連携協力体制の構築が必要です。（図１４） 

 

 

・成年後見制度を利用していないが利用が必要と思われる方がいるかは、「いる

（３１％）」となっています。（図１５） 
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障害者相談支援事業所

その他（ ）

居宅介護支援事業所
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山陽小野田市役所（ 課名： ）

山陽小野田市社会福祉協議会

弁護士等の専門職

地域包括支援センター

図１４ 相談を勧める機関
合計（n＝84）
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いる
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59%
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10%

図１５ 成年後見制度の利用が必要と思われる方の有無
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・成年後見制度の利用が望ましい方へ制度の利用を勧めたかの問いについて、

「勧めたが制度に繋がっていない（６７％）」となっており、理由として、「申立

てができる身内がいない」「本人が拒否する」「申立てができる身内が躊躇して

いる」「費用の問題」などがありました。 

また、「勧めていない（３３％）」の理由として、「説明する自分自身制度の把

握、理解が足りない」「勧めるとキーパーソンとの関係が悪くなる」などがあり

ました。これらの問題等を解決するためには、成年後見制度の周知や理解を促

す取組みとともに、費用の問題や身寄りのない方への申立て支援が必要です。

（図１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧めたが制度に繋

がっていない

67%

勧めていない

33%

図１６ 制度の利用を勧めたか
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・成年後見制度が利用しやすいものとなるために重要なことについて、「制度内

容を知る機会が充実すること（３６件）」「制度利用に向けた申し立て手続き費

用等の助成（３１件）」「身近な相談窓口の設置・充実（２９件）」との回答が多

く見られました（図１７）。 

また、医療・福祉・介護事業者として、成年後見制度の利用促進に向けどのよ

うな取組ができるかについては、「ポスター等による周知啓発」「簡易的な相談

窓口となること関係機関への橋渡しを行うこと。」「成年後見制度が必要な方を

見つけた際の関係機関との連携協力体制の整備」などの回答があったことから、 

これらの取組を推進することが必要です。 
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（図１７） 利用しやすい制度となるために重要なこと合計（n＝152） （件）
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第４節 現状についての分析  

本市の成年後見制度を取り巻く現状についての分析は、以下のとおりです。 

 

現状１ 成年後見制度の利用のニーズは一定程度存在することが伺

われるが、利用者が少ない。 

本市において、成年後見制度の利用者となりうる認知症高齢者は約２,０００

人、知的障がい者は約５００人、精神障がい者は約４００人となっています。ま

た、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、任意後見制度の利用を考えて

いる方もおられると考えます。 

実際に今回実施した、家族介護者向けの意識調査では日ごろから「親なき後

に残される子の生活」「預貯金の管理・金融機関での手続き」「葬儀や死後の事務

手続き」などについて心配されていることがわかりました。 

一方、成年後見制度の利用者は８２人（令和３年６月２７日現在）と、利用者

となりうる人数に対して少ない状況となっています。医療・福祉・介護事業者向

けの調査でも、利用が望ましい方が成年後見制度の利用に繋がっていないとい

う現状が見られています。 

これらのことから、地域で生活される、認知症や障がい者の方などに、成年後

見制度の利用のニーズは一定程度存在することが伺われますが、利用者が少な

い状況となっています。 

 

現状２ 市民の多くが成年後見制度の利用について不安を感じてい

る。 

家族介護者向けの意識調査では、成年後見制度の利用に対し不安なこと、気

になることとして、「手続きの複雑さ」「他人が財産管理することへの抵抗感」

「費用負担」などの回答が多く見られました。同調査において、成年後見制度を

利用したくない理由として、「後見人等の不正が気になる」という回答が多くあ

り、加えて、「自身が、後見人等となることに抵抗がある」と答えた方の理由と

して、「知識や経験がない」「責任を感じるから」「制度の内容などがわからない」

が多く挙げられました。 

また、各種調査において、成年後見制度が利用しやすい制度となる為には、
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「身近な相談窓口の設置・充実」「制度内容を知る機会の充実」「制度利用のため

の手続き支援などの充実」との回答が多くありました。 

以上から、市民の多くが成年後見制度の利用について、不安を感じているこ

とが明らかになりました。 
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本市では以下のとおり、基本方針及び基本目標を定め、施策を展開していき

ます。 

 

第１節 基本方針 

「誰もが、意思が尊重され、権利が護られながら、 

笑顔で安心して暮らし続けることができるまちづくり」 

 

認知症や障がいなどの理由により判断能力が不十分でも、その人らしい暮ら

しを続けるためには本人の意思を尊重するとともに、財産管理や適切なサービ

スの利用などを支援する必要があります。また、現在、十分判断能力があるう

ちに、自身の意思で将来に備えておくことも大変重要です。 

そこで本市は、成年後見制度についての市民の不安やニーズを受け止め、地

域の関係者、介護・医療・福祉・司法の関係機関及び行政等が連携して、成年後

見制度の理解を拡げるとともに、成年後見制度の利用を促進するための体制を

整備することで、誰もが、意思が尊重され、権利が護られながら、笑顔で安心し

て暮らし続けることができるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本方針、基本目標及び施策の体系 
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第２節 基本目標 

 本市では、基本方針に基づき、以下のとおり基本目標を定めます。 

 

基本目標１ 「誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕組みの整備」 

 成年後見制度の利用促進のためには、広く市民が成年後見制度について正確

に理解していただくとともに、成年後見制度の利用の障壁となる要因を解消す

ることが必要です。また、市民が成年後見制度の利用を開始しようとする時、利

用中及び利用終了時においても、相談や各種助成措置等適切なサポートを受け

られることが望ましいと考えます。 

 そこで、誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整備するために、

成年後見制度の利用促進のための中核となる機関として山陽小野田市成年後見

センター（以下「後見センター」という。）を設置し、広報・啓発、相談、成年

後見制度利用促進、後見人支援等を行います。 

 

基本目標２ 「権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築」  

権利擁護支援が必要な人が、本人のニーズに沿った形で必要な支援につなが

るためには、後見センターをはじめ、地域の関係機関が連携し支援していくこ

とが必要と考えます。 

また、成年後見制度の利用が開始されたとしても、被後見人等が地域で充実

した生活を行うためには、本人及び後見人を取り巻く介護・医療・福祉・司法

等の関係機関が引き続き連携していくことが望ましいと考えます。 

そこで、成年後見制度をはじめ、権利擁護支援が必要な人が必要な支援につ

ながり、地域で自分らしい生活が送れるために、地域連携の仕組みである、地

域連携ネットワークの構築を図ります。 
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第３節 施策の体系  

 本計画の、施策の体系は以下のとおりです。 

 

基本方針 基本目標 具体的取組 

 

誰
も
が
、
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
権
利
が
護
ら
れ
な
が
ら
、 

 
 

 

笑
顔
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り 

 

１．誰もが安心して成

年後見制度を利用でき

る仕組みの整備 

（１）後見センターの設置 

（２）制度の周知・理解のため広報・ 

   啓発活動の実施 

（３）成年後見制度の相談窓口の設置 

及び相談体制の強化 

（４）成年後見制度利用支援事業の実施 

（５）市社会福祉協議会との連携 

（６）後見人等の受任者調整 

（７）後見人等による活動の適正な運用 

（８）後見人等の担い手の養成 

２．権利擁護支援の地

域連携ネットワークの

構築 

（１）地域連携ネットワークのコーディ 

ネート機能を担う機関の設置 

（２）日常的に本人の見守り・支援を 

   行うチームの構築 

（３）地域連携ネットワークの構築に 

向けた協議会の設置 
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第１節 基本目標１ 誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕組みの整備  

１ 施策の方向性  

誰もが安心して成年後見制度を利用するためには、制度の周知・理解を促す

とともに、成年後見制度に関する相談対応の窓口や各種助成等適切なサポート

を受けられる体制を整備することが重要です。そこで、本市では、後見センター

を設置し、誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整えていきます。 

【評価指標】  

項目 指標 

後見センターの設置  ・後見センターの設置 

制度の周知・理解のため、広報・

啓発活動の実施  

・チラシ等の作成と配布 

・ホームページや広報による周知 

・市民向け講演会の開催 

・関係機関向けの研修会の開催 

・意識調査の実施と分析 

成年後見制度の相談窓口の設置及

び相談体制の強化  

・成年後見制度の相談窓口の設置 

・成年後見制度に関する相談件数の増加 

・庁内関係部署との連携強化 

・後見人等からの専門的な相談に応じる 

体制の整備 

成年後見制度利用支援事業の実施  ・事業の利用者数の増加 

市社会福祉協議会との連携  ・検討会議の開催 

後見人等の受任者調整 ・後見人候補者の推薦体制の構築 

後見人等による活動の適正な運用  ・後見人等の不正の件数 

・後見人等の活動の正確な情報提供 

・不正防止に向けた取組みの協議 

後見人等の担い手の養成  ・市民後見人等の担い手の養成の検討 

第４章 施策における具体的取組 
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２ 具体的取組  

（１）後見センターの設置  

  成年後見制度の利用促進のための中核となる機関として後見センターを設

置し、関係機関と協力しながら、広報・啓発、相談、成年後見制度利用促進、

後見人支援等を行い、誰もが安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整

備します。 

 

（２）制度の周知・理解のため、広報・啓発活動の実施  

  後見センターにおいて、関係機関と連携し、市民や関係機関向けに成年後

見制度に関わる広報・啓発活動を実施し、市民及び関係機関が成年後見制度

に対する知識や制度利用のメリットを理解できるよう取組んでいきます。具

体的には、チラシやホームページ等による周知や、市民向け講演会、関係機

関向けの研修等を実施ます。また、市民に対し、成年後見制度に係る意識調

査等を実施し、制度の利用促進へ向けた取組へ活かしていきます。 

 

（３）成年後見制度の相談窓口の設置及び相談体制の強化  

  後見センターにおいて、市民や後見人、関係機関等から成年後見制度に関

する相談に応じ、必要な支援を実施します。具体的には、個別ケースの相談

をはじめ、申立て手続きや類似制度を含めた利用方法の説明及び利用支援を

行います。 

また、市の生活安全課、障害福祉課、社会福祉課においても、相談機能を

担い、必要に応じて後見センターへつなぎます。関係部署が連携し、相談機

能の強化に努めます。 

さらに、専門職後見人からの相談にも対応できるよう、専門職団体や家庭

裁判所及び関係機関と連携し、相談体制の充実に向け協議し、整備します。 
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庁内の相談体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業の実施 

  本人による申立てや申立てを行う親族がいない場合の市長申立て＊１や被

後見人等の財産状況から後見人等への報酬を負担することが困難な場合に後

見人への報酬費用を助成します＊２。制度利用に向けた利用支援を実施する

ことで、成年後見制度の利用の促進につなげていきます。また、申立費用の

負担が、成年後見制度の利用の障壁となっていることから、費用の助成制度

についても今後検討していきます。 

＊１ 市長申立て  

判断能力が不十分なため、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、

後見開始の審判の申立てを行う親族がいない場合、市長が申立てを行います。 

＊２ 後見人等への報酬助成 

対象者の資産等の要件から、後見人等への報酬を負担することが困難な場

合に後見人への報酬費用を助成します。 

助成金の金額 

  ・在宅の方    月額 ２８,０００円（上限） 

・施設入所の方  月額 １８,０００円（上限） 

必要に応じて  

相互に連携  

後見センター 

（高齢福祉課内へ設置） 

対応内容 

・高齢・障害問わず  

相談対応の実施 

・申立て支援の実施  

・庁内相談窓口との連携 

庁内相談窓口 

対応内容 

・広報・啓発物等の設置 

・窓口での成年後見制度 

の相談対応  

・後見センターの紹介及 

び連携 

生活安全課・障害福祉課・社会福祉課 
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（５）市社会福祉協議会との連携  

  市社会福祉協議会では、判断能力が不十分な認知症高齢者や知的・精神障

害者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、利用者の契約に基づ

き、福祉サービス等の利用援助や日常的金銭管理等を行う、日常生活自立支

援事業（地域福祉権利擁護事業）を実施しています。 

  利用者の中には、判断能力の低下などにより、成年後見制度の利用への移

行が必要となるケースが考えられます。このようなケースに対して、成年後

見制度への移行が適切に行われるよう、市社会福祉協議会との連携を強化し、

必要に応じてケース検討会議を開催していきます。 

 

（６）後見人等の受任者調整  

  後見センターが担うべき機能として、対象者へ適切な後見人等が選任され

るよう受任者調整を行い、家庭裁判所へ後見人候補者として推薦すること、

が求められています。今後は、まず、市長申立て時の受任者調整について、家

庭裁判所や専門職団体などと連携し、後見人候補者の適切な推薦を行うため

の体制整備に取組みます（将来的には、市長申立てに関わらず必要に応じて

後見人等の受任調整を行う）。 

また、「親亡き後」の障がい者の長期にわたる後見人等の支援体制について、

段階的に体制整備を行っていきます。 

 

（７）後見人等による活動の適正な運用  

後見人等による活動の適正な運用に向けた取組を、後見センターにて、段階

的に整備していきます。具体的には、後見センターによる、後見人等からの貢

献活動に関する相談対応、関係者による見守り・支援、金融機関との連携、協

議会等関係機関とともに活動の適正な運用に向けた取組についての協議など

を行っていきます。 

また、後見人等に関する正確な情報（県内では、後見人等による不正事案が

起きていない事、専門職後見人等は専門職団体から推薦を受けており、そのた

めの要件として賠償責任保険に加入している等）を伝えていきます。 
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（８）後見人等の担い手の養成  

  本市の成年後見制度に関する申立ての状況等を踏まえ、市民後見人候補者

の養成及び法人後見の担い手の養成について、本市に適した仕組みについて

検討していきます。 
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第２節 基本目標２ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築  

１ 施策の方向性  

 成年後見制度をはじめ、権利擁護支援が必要な人が必要な支援につながり、

地域で自分らしい生活を送ることができるための地域の支え合い、地域連携

の仕組みである、「地域連携ネットワーク」の構築を図ります。 

地域連携ネットワークの構築のコーディネート機能は、後見センターが担

います。 

 

【評価指標】  

項目 指標 

地域連携ネットワークのコ

ーディネート機能を担う機

関の設置 

・後見センターの設置 

・地域連携ネットワークの構築に向けたコーディ 

ネート機能の実施 

日常的に本人の見守り・支

援を行うチームの構築 

・チームの構築及び支援の実施 

地域連携ネットワークの構

築に向けた協議会の設置  

・協議会の設置 

・会議の開催（年２回程度） 

・チームや個別ケースに対する助言等の支援 

 

２ 具体的取組  

（１）地域連携ネットワークのコーディネート機能を担う機関の設置  

  地域連携ネットワークの構築及び連携強化に向けたコーディネート機能は、

後見センターが担います。 

後見センターにおいて、市民や親族、介護・医療・福祉・司法等の関係団体

が連携し、地域連携ネットワークの構築を図ります。具体的には後述する、チ

ームの構築、協議会の設置及び会議の開催等を行います。 
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（２）日常的に本人の見守り・支援を行うチームの構築 

市民や親族、介護・医療・福祉・司法等の関係団体が、権利擁護支援が必要

な人を発見し、必要な支援へ結び付ける機能を果たし、後見等開始後は後見人

等を加えて、本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の

運用を行う「チーム」づくりを行います。また、チームによる見守り、支援を

とおして、後見人等による財産管理等の不正防止にもつなげます。 

 

 

 

チームのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームのメンバー例  

家族・親族、民生委員・近隣住民、ボランティア、医療機関、介護支援専門員、
相談支援専門員、介護・福祉事業所、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、
金融機関、商店、地域包括支援センター、基幹型相談支援事業所、市町村関係者
（ケースワーカー、保健師等）等個別の課題に応じて構成される。 

 
 

 
 
 

 

本人 
後見

人等 

介護支援専門員  

相談支援専門員  

介護サービス事業所 

障害福祉サービス事業所  

医療機関  

家族、親族 

民生委員 

地域住民 

金融機関 

商店 

福祉・ 

法律専門職  
地域包括支援センター  

基幹型相談支援事業所  
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（３）地域連携ネットワークの構築に向けた協議会の設置  

介護・医療・福祉、司法等の関係団体により構成する協議会を設置し、地域

連携の仕組みである、地域連携ネットワークの構築に向けた協議等を行いま

す。 

具体的には、チームに対する助言や支援、地域連携ネットワークの構築に向

けた関係団体の連携・協力体制の構築及び強化、本計画の策定及び進捗状況等

の協議等を行います。 

事務局は、後見センターが担います。 

協議会の役割  

１．地域連携ネットワークの構築及び連携強化の推進 

２．チーム（特に親族後見人等）への助言やケース会議への参加・開催等適切 

なバックアップ体制の整備  

３．地域課題の検討・解決に向けた協議 

４．市計画の策定、進捗状況に関する協議 

 

 協議会のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会の構成団体 

 弁護士会、司法書士会、行政書士会、社会福祉士会、市社会福祉協議会、民生
委員児童委員協議会、市医師会、市介護支援専門員連絡協議会、老人福祉施設協
議会、相談支援事業所、障害者支援施設、介護者の会、県福祉センター、行政各
課。 オブザーバーとして、家庭裁判所。 

協議会 

中核機関  

弁護士会・司法書士会 

行政書士会・社会福祉士  

医師会 

市社会福祉協議会 

民生委員児童委員協議会  

介護支援専門員連絡協議会 

老人福祉施設協議会 

相談支援事業所 

障害者支援施設 

家庭裁判所 

介護者の会 

行政関係機関 


